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1 改正理由

長崎市においては、地方自治法第138条の4第3項等の規定により、行政の執行に必要な調

停、審査、諮問又は調査を行う機関として、附属機関を設置している。

今回、附属機関の委員の任期等に係る規定を整備したいので、関係条例を改正し、併せて所

要の整備を行うもの。

附属機関の委員の任期等に係る規定を整備するための

関係条例の整備に関する条例について

2 改正内容

(1)個別条例の一部改正(第 1条から第29条関係)

長崎市が設置する附属機関を組織する委員のうち、「団体を代表する者」や「事業に従事す

る者」等として委嘱した委員が、退職や退会等の理由により、その団体を離れたりその事業

に従事する者等でなくなったりしたときは、当該附属機関の委員の任期中であっても、委嘱

が解かれたものとする規定を設ける。

なお、このことにより、これまでは任期中に委員が上記理由により変更となる場合は、推

薦団体が退任する委員から退任届を徴取し、変更届と併せて長崎市に提出し、その後、解嘱

の辞令書を退任した委員に渡していただくという退任に係る事務があったが、その事務が不

要となるため、推薦団体の負担が軽減される;

(2)対象条例及び附属機関(29条例、 30附属機関)

長崎市社会教育委員条例

2 長崎市公民館条例

3

長崎市交通安全対策会議

長崎市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ

金支給条例

4

条例

長崎市保健所運営協議会条例

5 長崎市青少年問題協議会条例

6 長崎市防災会議条例

7 長崎市特別職報酬等審議会条例

8
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補

償等に関する条例

9

長崎市社会教育委員

長崎市交通安全対策会議条例

公民館運営審議会

長崎市消防賞じゅつ審査委員会

附属機関名

長崎市保健所運営協議会

長崎市青少年問題協議会

長崎市防災会議

長崎市特別職報酬等審議会

長崎市公務災害補償等認定委員会

長崎市公務災害補償等審査会
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10 長崎市中央卸売市場業務条例

"

12

長崎市スポーツ推進審議会条例

13

長崎市景観条例

14

条例

長崎市伝統的建造物群保存地区保存条例

15

長崎市障害者施策推進協議会条例

16

長崎市歴史民俗資料館条例

17

長崎市環境基本条例

18

長崎市社会福祉審議会条例

長崎市都市計画審議会条例

19 長崎市個人情報保護条例

20

長崎市中央卸売市場取引委員会

21

長崎市男女共同参画推進条例

長崎市スボーツ推進審議会

22

長崎市政治倫理審査会条例

長崎市景観審議会

附属機関名

23

長崎市安全・安心まちづくり推進条例

長崎市伝統的建造物群保存地区保存審議会

24

長崎市消費生活条例

長崎市障害者施策推進協議会

長崎市食育推進会議条例

25

長崎市歴史民俗資料館運営委員会

長崎市野口彌太郎記念美術館条例

長崎市環境審議会

26

長崎市社会福祉審議会

27

長崎市図書館条例

長崎市都市計画審議会

28

長崎市端島見学施設条例

長崎市個人情報保護審議会

29

長崎市地球温暖化対策実行計画協議会条例

③施行日

公布の日

長崎市男女共同参画審議会

長崎市日吉自然の家条例

長崎市政治倫理審査会

長崎市安全・安心まちづくり推進協議会

(4)関係条例の改正

長崎原爆資料館条例(長崎原爆資料館運営審議会)及び長崎市科学館条例(長崎市科学館

運営協議会)については、本改正内容と併せて施設の目的外使用に関する規定の削除等に関

する改正が必要なため、本議案(第112号議案)とは別に、第 116号議案にて提案。

長崎市消費者苦情処理委員会

長崎市食育推進会議

長崎市野口彌太郎記念美術館運営委員会

長崎市図書館協議会

長崎市端島見学施設運営審議会

長崎市地球温暖化対策実行計画協議会

日吉自然の家運営協議会
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3 新旧対照表

第1条関係長崎市社会教育委員条例新旧対照表

長崎市社会教育委員条例

第 1条(略)

(委員)
第2条委員の定数は、10人とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委
嘱する。

①学校教育の関係者
②社会教育の関係者
③家庭教育の向上に資する活動を行う者
④学識経験のある者
⑤市民

3 教育委員会は、前項第5号に掲げる委員の選任に
当たつては、・公募の方法により、これを行うものとす
る。

現行

昭和 26年2月6日

条例第W号

(委員の任期)
第3条委員の任期は、 2年とし、再任されることを
妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残
任期間とする。

長崎市社会教育委員条例

第 1条(略)

2

改正案

(委員)
第2条委員の定数は、10人とする。

2 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから教育

ては、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日'を勘
案し、必要があると認めるときは、 2年を超えない期
間とすることができる。

前項本文の規定にかかわらず、委員の任期につい

委員会が委嘱する。

(1)学校教育の関係者
②社会教育の関係者
③家庭教育の向上に資する活動を行う者
④学識経験のある者
⑤市民

3 教育委員会は、前項第5号に掲げる委員の選任に
当たつては、公募の方法により、これを行うものとす
る。

第4条(略)

昭和 26年2月6日

条例第18号

第2条閧係長崎市公民館条例新旧対照表

(委員の任期)
第3条委員の任期は、 2年とし、再任されることを
妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残
任期間とする。
2 前条第2項第1号から第3号までに掲げる者のう

長崎市公民館条例

ちから委嘱された委が、それぞれ同項の相当規定に
該当する者でなくなったときは、前項に定める任

第1条~第 11条(略)

であっても、当該委の委嘱はかれたものとする

(審議会の組織)
第12条審議会の委員の定数は、 10人とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委
嘱する。

①学校教育の関係者
②社会教育の関係者
③家庭教育の向上に資する活動を行う者
④学識経験のある者

現行

いては、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を
勘案し、必要があると認めるときは、 2年を超えない
期間とすることができる。

第1項本文の規定にかかわらず、委員の任期につ

第4条(略)

昭和 26年2月6日

条例第19号

長崎市公民館条例

条例第19号

第 1条~第11条(略)

改正案

(審議会の組織)
第12条審議会の委員の定数は、 10人とする。
2 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから教育
委員会が委嘱する。

①学校教育の関係者
②社会教育の関係者
③家庭教育の向上に資する活動を行う者
④学識経験のある者
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⑤市民
3 教育委員会は、前項第5号に掲げる委員の選任に
当たつては、公募の方法により、これを行うものとす
る。

(委員の任期)
第13条委員の任期は、 2年とし、再任されること
を妨げない。ただし、補欠の委貝の任期は、前任者の
残任期問とする。

現行

2

ては、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘
案し、必要があると認めるときは、 2年を超えない期
問とすることができる。

前項本文の規定にかかわらず、委員の任期につい

第14条~第 18条(略)

⑤市民
3 教育委員会は、前項第5号に掲げる委員の選任に
当たつては、公募の力法により、これを行うものとす
る。

第3条関係長崎市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゆつ金支給条例新旧対照表

ノ

(委員の任期)
第13条委員の任期は、 2年とし、再任されること
を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の
残任期間とする。
2 前条第2項第1号から第3号までに掲げる者のう

長崎市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給

改正案

条例

ちから委嘱された委が、それぞれ同項の相当規定に
亥当する者でなくなったときは、前項に定める任中=

であっても

第1条~第7条(略)

現1テ

いては、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を
勘案し、必要があると認めるときは、 2年を超えない
期間とすることができる。

第1項本文の規定にかかわらず、委員の任期につ

絲且織)
第8条委員会は、委員長及び委員7人以内で組織す
る。

2 委員長及び委員は、次に掲げる者のうちから市長
が任命する。

①市職員のうち、市長が定める職にある者
②団員

第9条~第14条(略)

当該委の委嘱は舮かれたものとする

第14条~第 18条(略)

昭和28年3月31日

条例第Ⅱ号

長崎市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金支給

第4条関係長崎市保健所運営協議会条例新旧対照表

条例

長崎市保健所運営協議会条例

改正案

第1条~第7条(略)

(組織)
第8条委員会は、委員長及び委員7人以内で組織す
る。

第1条~第2条(略)

2 委員長及び委員は、次に掲げる者のいずれかのう

現1テ

ちから市長が任命する。

(1)市職員のうち、市長が定める職にある者
②団員

(組織)

昭和28年3月31日

条例第Ⅱ号

第9条~第14条(略)

昭和器年10月6日

条例第叫号

長崎市保健所運営協議会条例

第1条~第2条(略)

改正案
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第3条協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する
0

ω学識経験のある者

②医療・保健関係団体を代表する者
促)教育関係団体を代表する者
④市民活動団体を代表する者
恂市民

3 市長は、前項第5号に掲げる委員の選任に当たつ
ては、公募の方法により、これを行うものとする。

現1子

q壬期)
第4条委員の任期は、 2年とし、再任されることを
妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。

第3条協議会は、委員卯人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市長

3 第1項の規定にかかわらず、委員の任期について
は、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案
し、必要があると認めるときは、 2年を超えない期間
とすることができる。

が委嘱する。
m 学識経験のある者
②医療・保健関係団体を代表する者
信)教育関係団体を代表する者
④市民活動団体を代表する者
⑤市民

3 市長は、前項第5号に掲げる委員の選任に当たつ
ては、公募の方法により、これを行うものとする。

第5条~第11条(略)

改正案

第5条関係長崎市青少年問題協議会条例新旧対照表

(任期)

第4条委員の任期は、 2年とし、再任されることを
妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期問とする。
3 前条第2項第2号から第4号までに掲げる者のう

長崎市青少年問題協議会条例

ちから委嘱された委が、それぞれ同項の相当規定に
該当する者でなくなったときは、前2項に定める任期
中であっても

第 1条(略)

4 '第1項の規定にかかわらず、委員の任期について
は、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案
し、必要があると認めるときは、 2年を超えない期問
とすることができる。

絲且織)
第2条協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する

現行

0

U)学識経験のある者

②関係行政機関の職員のうち、市長が定める職に
ある者

偲)教育関係団体を代表する者
④子ども・青少年育成関係団体を代表する者
⑤地域活動団体を代表する者
(6)'市議会議員
⑦市民

3 市長は、前項第7号に掲げる委員の選任に当たつ
ては、公募の方法により、これを行うものとする。

亥委の委嘱はかれたものとする

第5条~第11条(略)

昭和訂年7月12日

条例第16号

長崎市青少年問題協議会条例

(任期)
第3条委員の任期は、次のとおわとし、再任される
ことを妨げない。

第 1条(略)

改正案

(組織)

第2条協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市長
が委嘱する。

ω学識経験のある者
②関係行政機関の職員のうち、市長が定める職に

ある者

侶)教育関係団体を代表する者
④子ども・青少年育成関係団体を代表する者
愉地域活動団体を代表する者
⑥市議会議員
⑦市民

3 市長は、前項第7号に掲げる委員の選任に当たつ
ては、公募の方法により、これを行うものとする。

昭和 37年7月12日

条例第16号

q壬期)
第3条委員の任期は、次のとおりとし、再任される
ことを妨げない。

5
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①前条第2項第1号から第5号まで及び第7号
に掲げる者のうちから委嘱された委員 2年

②前条第2項第6号に掲げる者のうちから委嘱
された委員・その職にある期間
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
3 前条第2項第2号に掲げる者のうちから委嘱され
た委員が、その職を離れたときは、前2項に定める任

現行

期中であつても、当該委員の委嘱は解かれたものとす
る。

4 第1項第1号の規定にかかわらず、委員の任期に
つぃては、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日

を勘案し、必要があると認めるときは、 2.年を超えな
い期問とすることができる。

第4条~第7条(略)

第6条関係長崎市防災会議条例新旧対照表

a)前条第2項第1号から第5号まで及び第7号
に掲げる者のうちから委嘱された委員 2年

②前条第2項第6号に掲げる者のうちから委嘱
された委員その職にある期問
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
3 前条第2項第2号から第5号までに掲げる者のう

長崎市防災会議条例

ちから委嘱された委員が、それぞれ同項の相当規定に

改正案

該当する者でなくなったときは、前2項に定める任期
中であっても、当該委員の委嘱は解かれたものとする

4 第1項第1号の規定にかかわらず、委員の任期に
つぃては、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日
を勘案し、必要があると認めるときは、 2年を超えな
い期問とすることができる。

第1条~第2条(略)

(会長及び委員)
第3条防災会議は、会長及び委員55人以内で組織す
る。

2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名す
る委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、
又は任命する。

山指定地方行政機関(法第2条第4号に規定する
ものをいう。以下同じ。)の職員のうち、市長が定め
る職にある者

②陸上自衛隊の自衛官のうち、市長が定める職に
ある者

信)長崎県の知事の部内の職員のうち、市長が定め
る職にある者

④長崎県警察の警察官のうち、市長が定める職に
ある者

恂市長の部内の職員のうち、市長が定める職にあ
る者

⑥本市の教育委員会の教育長
⑦本市の消防本部の消防長
⑧本市の消防団長
⑨指定公共機関(法第2条第5号に規定するもの
をいう。以下同じ。)及び指定地方公共機関(法第
2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)の
職員
(10)自主防災組織を構成する者又は学識経験のあ

6
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現行

第4条~第7条(略)

昭和謁年7月15日

条例第誕号

長崎市防災会議条例

第1条~第2条(略)

改正案

(会長及び委員)
第3条防災会議は、会長及び委員肪人以内で組織す
る。

2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名す
る委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市長

昭和認年7月15日

が委嘱し、又は任命する。
①指定地方行政機関(法第2条第4号に規定する

ものをいう。以下同じ。)の職員のうち、市長が定める
職にある者

②陸上自衛隊の自衛官のうち、市長が定める職に
ある者

偲)長崎県の知事の部内の職員のうち、市長が定め
る職にある者

④長崎県警察の警察官のうち、市長が定める職に
ある者

⑤市長の部内の職員のうち、市長が定める職にあ
る者

⑥本市の教育委員会の教育長
⑦本市の消防本部の消防長
⑧本市の消防団長
⑨指定公共機関(法第2条第5号に規定するもの
をいう。以下同じ。)及び指定地方公共機関(法第
2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)の
職員
ao)自主防災組織を構成する者又は学識経験のあ

条例第34号



、

る者
aD 前各号に掲げる者のほか、防災行政を推進す
る上で市長が必要と認める者

6 委員の任期は、 2年とし、再任されることを妨げ
ない。

7 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
8 第5項第1号から第8号までに掲げる者のうちか

現行

ら委嘱され、又は任命された委員が、その職を離れた
ときは、前2項に定める任期中であつても、当該委員
の委嘱又は任命は解かれたものとする。

9 第6項の規定にかかわらず、委員の任期について
は、委嘱又は任命の際現に委員である者の任期満了の
日を勘案し、必要があると認めるときは、 2年を超え
ない期問とすることができる。

第4条~第5条(略)

る者

(Ⅱ)前各号に掲げる者のほか、防災行政を推進す
る上で市長が必要と認める者

6 委員の任期は、 2年とし、再任されることを妨げ
ない。

7 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
8 第5項第1号から第10号までに掲げる者(同号

第7条関係長崎市特別職報酬等審議会条例新旧対照表

長崎市特別職報酬等審議会条例

改正案

に規定する自主防災組織を構成する者に限る。)のう
ちから委嘱され、又は任命された委員が、それぞれ伺
項の相当規定に該当する者でなくなったときは、前2
項に定める任期中であつても、当該委員の委嘱又は任
命は解かれたものとする。

9 第6項の規定にかかわらず、委員の任期について
は、委嘱又は任命の際現に委員である者の任期満了の
日を勘案し、必要があると認めるときは、 2年を超え
ない期問とすることができる。

第1条~第2条(略)

現行

(組織)
第3条審議会は、委員10人をもつて組織する。
2 審議会の委員は、本市の区域内の公共的団体等の
代表者その他住民のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、 2年とする。ただし、委員が欠け
た場合における柿欠委員の任期は、前任者の残任期問
とする。

4 委員は、再任されることができる。

第4条~第5条(略)

昭和 39年7月Ⅱ日

5 第3項本文の規定にかかわらず、委員の任期につ
いては、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を
勘案し、必要があると認めるときは、 2年を超えない
期問とすることができる。

条例第66号

長崎市特別職報酬等審議会条例

第4条~第10条(略)

第1条~第2条(略)

改正案

絲且織)

第3条審議会は、委員10人以内工組織する。
2 審議会の委員は、本市の区域内の公共的団体等の
代表者その他住民のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、 2年とする。ただし、委員が欠け
た場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間
とする。

委員は、再任されることができる。4

第2項に規定する本市の区域内の公共的団体等の5

昭和39年7月Ⅱ日

条例第66号

代表老のうちから委嘱された委が、当該代表者でな
くなったときは、第3項に定める任期中であっても、
当該委の委嘱はかれたものとする

6 第3項本文の規定にかかわらず、委員の任期につ
いては、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を
勘案し、必要があると認めるときは、 2年を超えなし)
期間とすることができる。

第4条~第10条(略)

7



第8条関係議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例新旧対照表

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関

する条例

第1条~第3条(略)

現1手

(認定委員会)
第4条本市に認定委員会を置く。
2 認定委員会は、委員5人をもつて組織する。
3

0

委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する

山学識経験のある者
②関係行政機関の職員のうち、市長が定める職に
ある者
偲)公務災害関係団体を代表する者

4 委員の任期は、 3年とする。ただし、補欠の委員
の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 第3項第2号に掲げる者のうちから委嘱された委

昭和 42年12月26日

条例第29号

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関

する条例

員が、その職を離れたときは、第4項に定める任期中
であつても、当該委員の委嘱は解かれたものとする。

7 第4項本文の規定にかかわらず、委員の任期につ
いては、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を

勘案し、必要があると認めるときは、 3年を超えない
期間とすることができる。
8 認定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこ
れを定める。

委員長は、会務を総理する。9

委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと10

きは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を
1テう。

Ⅱ前各項に定めるもののほか、認定委員会の組織及
び運営について必要な事項は、市長が定める。

改正案

第1条~第3条(略)

(認定委員会)
第4条本市に認定委員会を置く。
2 認定委員会は、委員5人墨凶:壁組織する。
3 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市長
が委嘱する。

a)学識経験のある者
②関係行政機関の職員のうち、市長が定める職に
ある者

③公務災害関係団体を代表する者
4 委員の任期は、 3年とする。ただし、補欠の委員
の任期は、前任者の残任期問とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 第3項第2号及び第3号に掲げる者のうちから委

昭和 42年12月26日

条例第29号

第5条~第 17条(略)

(審査)
第18条実施機関の行う公務上の災害又は通勤によ
る災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補
償の実施について不服がある者は、長崎市公務災害補
償等審査会(以下「審査会」という。)に対し、審査を

申し立てることができる。
2 前項の申立てがあつたときは、審査会は、'速やか
にこれを審査して裁定を行い、こ.れを本人及びその者
に係る実施機関に通知しなければならない。

嘱された委員が、それぞれ同項の相当規定に該当する
者でなくなったときは、第4項に定める任期中であつ
ても、当該委員の委嘱は解かれたものとする。
7 第4項本文の規定にかかわらず、委員の任期につ
いては、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を
勘案し、必要があると認めるときは、 3年を超えない
期間とすることができる。
8 認定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこ
れを定める。

委員長は、会務を総理する。9

委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと10

きは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を
i西;う。

Ⅱ前各項に定めるもののほか、認定委員会の組織及
び運営について必要な事項は、市長が定める。

(審査会)
第19条本市に審査会を置く。
2 審査会は、委員3人をもつて組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、
又は任命する。

山学識経験のある者
②関係行政機関の職員のうち、市長が定める職に

ある者

第5条~第17条(略)

(審査)
第18条実施機関の行う公務上の災害又は通勤によ
る災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補
償の実施について不服がある者は、長崎市公務災害補
償等審査会,(以下「審査会」という。)に対し、審査を

申し立てることができる。
2 前項の申立てがあつたときは、審査会は、速やか
にこれを審査して裁定を行い、これを本人及びその者
に係る実施機関に通知しなければならない。

(審査会)
第19条本市に審査会を置く。
2 審査会は、委員3人をもつて組織する。

3 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市長
が委嘱し、又は任命する。

①学識経験のある者
②関係行政機関の職員のうち、市長が定める職に

ある者

8



偲)市職員のうち、市長が定める職にある者
4 委員の任期は、 3年とする。ただし、補欠の委員
の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。

第3項第2号又は第3号に掲げる者のうちから委
嘱され、又は任命された委員が、その職を蹄れたとき

9

は、第4項に定める任期中であつても、当該委員の委
嘱又は任命は解かれたものとする。

現行

7 第4項本文の規定にかかわらず、委員の任期につ
いては、委嘱又は任命の際現に委員である者の任期満
了の日を勘案し、必要があると認めるときは、 3年を
超えない期間とすることができる。

8 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定
める。

会長は、会務を総理する。9

会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは10

、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
Ⅱ前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運
営について必要な事項は、市長が定める。

(3)市職員のうち、市長が定める職にある者

4 委員の任期は、 3年とする。ただし、補欠の委員
の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。

第3項第2号又は第3号に掲げる者のうちから委
嘱され、又は任命された委員が、それぞれ同項の相当

第20条~第24条(略)

第9条関係長崎市交通安全対策会議条例新旧対照表

規定に該当する者でなくなったときは、第4項に定め
る任期中であつても、当該委員の委嘱又は任命は解か
れたものとする。

7 第4項本文の規定にかかわらず、委員の任期につ
いては、委嘱又は任命の際現に委員である者の任期満
了の日を勘案し、必要があると認めるときは、 3年を
超えない期問とすることができる。

8 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定
める。

会長は、会務を総理する。9

会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは10

、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
Ⅱ前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運
営について必要な事項は、市長が定める。

改正案

長崎市交通安全対策会議条例

第1条~第2条(略)

(会長及び委員)
第3条会議は、会長及び委員19人以内で組織する。
2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名
する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、
又は任命する。

山国の関係地方行政機関の職員のうち、市長が定
める職にある者

促)長崎県の部内の職員のうち、市長が定める職に
ある者

偲)長崎県警察の警察官のうち、市長が定める職に
ある者

④長崎市議会議員
⑤長崎市教育長、長崎市消防局長その他本市の職

員のうち、市長が定める職にある者
(6)市民

6 市長は、前項第6号に掲げる委員の選任に当たつ
ては、公募の方法により、これを行うものとする。

(任期)

第4条委員の任期は、次のとおりとし、再任される
ことを妨げない。

a)前条第5項第1号から第3号まで、第5号及び

現行

第2 0条~第24条(略)

昭和46年7月16日

条例第14号

長崎市交通安全対策会議条例

第1条~第2条(略)

改正案

(会長及び委員)

第3条会議は、会長及び委員19人以内で組織する。
2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。

会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名
する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市長
が委嘱し、又は任命する。
国の関係地方行政機関の職員のうち、市長が定める職
にある者

a)長崎県の部内の職員のうち、市長が定める職に
ある者

②長崎県警察の警察官のうち、市長が定める職に
ある者

③長崎市識会議員
④長崎市教育長、長崎市消防局長その他本市の職

員のうち、市長が定める職にある者
(6)市民

6 市長は、前項第6号に掲げる委員の選任に当たつ
ては、公募の方法により、これを行うものとする。

q壬期)
第4条委員の任期は、次のとおりとし、再任される
ことを妨げない。

山前条第5項第1号から第3号まで、第5号及び

昭和46年7月16日

条例第14号



第6号に掲げる者のうちから委嘱され、又は任命され
た委員 2年

②前条第5項第4号に掲げる者のうちから委嘱
された委員その職にある期間
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
3 前条第5項第1号から第3号まで及び第5号に掲
げる者のうちから委嘱され、又は任命された委員が、
その職を離れたときば、第1項第1号及び前項に定め

現1テ

る任期中であつても、当該委員の委嘱又は任命は解か
れたものとする。

4 第1項第1号の規定にかかわらず、委員の任期に
つぃては、委嘱又は任命の際現に委員である者の任期
満了の日を勘案し、必要があると認めるときは、 2年
を超えない期間とすることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、委員の任期について
は、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案
し、必要があると認めるときは、 2年を超えない期問
とすることができる。

第5条~第8条(略)

第10条関係長崎市中央卸売市場業務条例新旧対照表

第6号に掲げる者のうちから委嘱され、又は任命され
た委員 2年

②前条第5項第4号に掲げる者のうちから委嘱
された委員その職にある期間
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期問とする。
3 前条第5項第1号から第3号まで及び第5号に掲
げる者のうちから委嘱され、又は任命された委員が、
それぞれ同項の相当規定に該当する者でなくなったと

長崎市中央卸売市場業務条例

改正案

第1条~第78条(1制

きは、第1項第1号及び前項に定める任期中であつて
も、当該委員の委嘱又は任命は解かれたものとする。
4 第1項第1号の規定にかかわらず、委員の任期に
つぃては、委嘱又は任命の際現に委員である者の任期
満了の日を勘案し、必要があると認めるときは、 2年
を超えない期間とすることができる。

絲且織)
第79条委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する

現1テ

0

10

第5条~第8条(略)

卸売業者
仲卸業者
売買参加者その他の利害関係者
学識経験のある者

昭和舶年3月31日

条例第12号

(任期)
第80条委員の任期は2年とし、再任されることを
妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期問とする。

長崎市中央卸売市場業務条例

第1条~第78条(略)

3 第1項の規定にかかわらず、委員の任期について
は、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案
し、必要があると認めるときは、 2年を超えない期間
とすることができる。

改正案

(組織)
第79条委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市長

第8 1条~第8 9条(略)

が委嘱する。
山卸売業者
②仲卸業者
偲)売買参加者その他の利害関係者
④学識経験のある者

昭和 50年3月31日

条例第12号

第8 1条~第89条(略)

(任期)
第80条委員の任期は2年とし、再任されることを
妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期問とする。
3 前条第2項第1号から第3号までに掲げる者のう
ちから委嘱された委が、それぞれ同項の相当規定に
該当する者でなくなったときは、前2項に定める任期
中であっても、当該委の委嘱はかれたものとする

1
幻
引
の



第1・1条関係長崎市スポーツ推進審議会条例新旧対照表

長崎市スボーツ推進審議会条例

第1条~第2条(略)

現1テ

(組織)

第3条審議会は、'委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する
0

(1)学識経験のある者
(2)スポーツ関係団体を代表する者
(3)教育関係団体を代表する者
(4)産業関係団体を代表する者
⑤市民

3 市長は、前項第5号に掲げる委員の選任に当たつ
ては、公募の方法により、これを行うものとする。

昭和朋年3月31日

(任期)

第4条委員の任期は、 2年とする。ただし、補欠の
委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

条例第1号

長崎市スポーツ推進審議会条例

第1条~第2条(略)

改正案

係且織)
第3条審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市長

3 第1項本文の規定にかかわらず、委員の任期につ
いては、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を
勘案し、必要があると認めるときは、 2年を超えない
期問とすることができる。

が委嘱する。

a)学識経験のある者
(2)スポーツ関係団体を代表する者
(3)教育関係団体を代表する者
(4)産業関係団体を代表する者
(5)市民

3 市長は、前項第5号に掲げる委員の選任に当たつ
ては、公募の方法により、これを行うものとする。

第5条~第8条(略)

昭和腿年3月31日

第12条関係長崎市景観条例新旧対照表

(任期)

第4条委員の任期は、 2年とする。ただし、補欠の
委員の任期は、前任者の残任期問とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 前条第2項第2号から第4号までに掲げる者のう

条例第1号

長崎市景観条例

ちから委嘱された委が、それぞれ同項の相当規定に
該当する者でなくなったときは、第1項に定める任
中であっても、当該委の委嘱はかれたものとする

第1条~第2 5条(略)

4 第1項本文の規定にかかわらず、委員の任期につ
いて.は、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を
勘案し、必要があると認めるときは、 2年を超えない
期問とすることができる。

現1テ

絲且織)
第26条審議会は、委員却人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する
0

(D 学識経験のある者
②建設業、商工業、屋外広告業及び観光関係団体

を代表する者

恰)関係行政機関の職員のうち、市長が定める職に

第5条~第8条(略)

昭和開年12月20日

条例第31号

長崎市景観条例

第1条~第25条(略)

改正案

俳且織)

第26条審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市長
が委嘱する。

a)学識経験のある者

②建設業、商工業、屋外広告業及び観光関係団体
を代表する者

御関係行政機関の職員のうち、市長が定める職に

Ⅱ

昭和腿年12月20日

条例第討号



ある者
④市民

3 市長は、前項第4号に掲げる委員の選任に当たつ
ては、公募の方法により、これを行うものとする。

(任期)
第27条委員の任期は、 2年とし、再任されること
を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
3 前条第2項第3号に掲げる者のうちから委嘱され

現1テ

た委員が、その職を離れたときは、前2項に定める任
期中であつても、当該委員の委嘱は解かれたものとす
る。

4 第1項の規定にかかわらず、委員の任期について
は、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案
し、必要があると認めるときは、 2年を超えない期間
とすることができる。

第2 8条~第32条(略)

ある者
④市民

3 市長は、前項第4号に掲げる委員の選任に当たつ
ては、公募の力法により、これを行うものとする。

第13条関係長崎市伝統的建造物群保存地区保存条例新旧対照表

(任期)
第27条委員の任期は、 2年とし、再任されること
を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
3 前条第2項第2号及び第3号に掲げる者のうちか

長崎市伝統的建造物群保存地区保存条例

平成2年7月18日

条例第15号

改正案

ら委嘱された委員が、それぞれ同項の相当規定に該当
する者でなくなったときは、前2項に定める任期中で

第1条~第12条(略)

あっても、当該委員の委嘱は解かれたものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、委員の任期について
は、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案
し、必要があると認めるときは、 2年を超えない期間
とすることができる。

現行

絲且織)
第13条審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委
嘱する。

a)学識経験のある者
②関係地域における建築物等の所有者等
促)その他教育委員会が必要と認める者

第2 8条~第3 2条(略)

(任期)
第14条委員の任期は、 2年とし、再任されること
を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の
残任期間とする。

長崎市伝統的建造物群保存地区保存条例

平成2年7月18日

条例第15号

2

ては、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘
案し、必要があると認めるときは、 2年を超えない期
問とすることができる。

前項本文の規定にかかわらず、委員の任期につい

第1条~第12条(略)

改正案

俳且織)
第13条審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから教育

第15条~第22条(略)

委員会が委嘱する。
山学識経験のある者
②関係地域における建築物等の所有者等
御その他教育委員会が必要と認める者

(任期)
第14条委員の任期は、 2年とし、再任されること
を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の
残任期間'とする。
2 前条第2項第2号に掲げる者のうちから委嘱され
た委が、同号の規定に該当する者でなくなったとき
は、前項に定める任期中であっても、当該委の委嘱
は解かれたものとする。
3

いては、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を
勘案し、必要があると認めるときは、 2年を超えない
期問とすることができる。

第1項本文の規定にかかわらず、委員の任期につ

第15条~第2 2条(略)

12



第14条関係長崎市障害者施策推進協議会条例新旧対照表

長崎市障害者施策推進協議会条例

第1条~第2条(略)

絲且織)
第3条協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する

現行

0

山学識経験のある者
②障害者
偲)障害者の福祉に関する事業に従事する者
④関係行政機関の職員のうち、市長が定める職に

ある者
愉市議会議員
⑥市民

3 市長は、前項第6号に掲げる委員の選任に当たつ
ては、公募の方法により、これを行うものとする。

平成 8年12 河 24日

条例第託号

長崎市障害者施策推進協議会条例

(任期)
第4条委員の任期は、次のとおりとし、再任される
ことを妨げない。

a)前条第2項第1号から第4号まで及び第6号
に掲げる者のうちから委嘱された委員 2年

②前条第2項第5号に掲げる者のうちから委嘱
された委員その職にある期間
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
3 前条第2項第4号に掲げる者のうちから委嘱され

第1条~第2条(略)

改正案

絲且織)

第3条協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市長
が委嘱する。

U)学識経験のある者
②障害者
侶)障害者の福祉に関する事業に従事する者
④関係行政機関の職員のうち、市長が定める職に

ある者
愉市議会議員
⑥市民

3 市長は、前項第6号に掲げる委員の選任に当たつ
ては、公募の方法により、これを行うものとする。

た委員が、その職を籬れたときは、第1項第1号及び
前項に定める任期中であつても、当該委員の委嘱は解
かれたものとする。

4 第1項第1号の規定にかかわらず、委員の任期に
ついては、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日
を勘案し、必要があると認めるときは、 2年を超えな
い期間とすることができる。

平成 8年12月24日

条例第訪号

第5条~第 10条'(略)

(任期)
第4条委員の任期は、次のとおりとし、再任される
ことを妨げない。

①前条第2項第1号から第4号まで及び第6号
に掲げる者のうちから委嘱された委員 2年

②前条第2項第5号に掲げる者のうちから委嘱
された委員その職にある期問
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
3 前条第2項第3号及び第4号に掲げる者のうちか

第15条関係長崎市歴史民俗資料館条例新旧対照表

長崎市歴史民俗資料館条例

ら委嘱された委員が、それぞれ同項の相当規定に該当
する者でなくなったときは、第1項第1号及び前項に
定める任期中であつても、当該委員の委嘱は解かれた
ものとする。

4 第1項第1号の規定にかかわらず、委員の任期に
ついては、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日
を勘案し、必要があると認めるときは、 2年を超えな
い期問とすることができる。

第1条~第2 0条(略)

現tテ

(組織)

第5条~第10条(略)

平成9年6月19日

条例第19号

長崎市歴史民俗資料館条例

第1条~第20条(略)

改正案

13

絲且織)

平成9年6月19日

条例第19号



第21条運営委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する
0

山学識経験のある者
②教育関係団体を代表する者
御観光関係団体を代表する者
④市民

3 市長は、前項第4号に掲げる委員の選任に当たつ
ては、公募の方法により、これを行うものとする。

現行

(任期)
第22条委員の任期は、 2年とし、再任されること
を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。

3 第1項の規定にかかわらず、委員の任期について
は、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案
し、必要があると認めるときは、 2年を超えない期間
とすることができる。

第21条運営委員会は、委員12人以内で組織する。
2.委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市長
が委嘱する。

山学識経験のある者
②教育関係団体を代表する者
③観光関係団体を代表する者
④市民

3 市長は、前項第4号に掲げる委員の選任に当たつ
ては、公募の方法により、これを行うものとする。

第2 3条~第2 8条(略)

改正案

第16条関係長崎市環境基本条例新旧対照表

q壬期)
第22条委員の任期は、 2年とし、再任されること
を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
3 前条第2項第2号及び第3号に掲げる者のうちか

長崎市環境基本条例

ら委嘱された委が、それそれ同項の相当規定に該当
する者でなくなったときは、前2項に定める任中で

第1条~第2 7条(略)

あっても、当該委の委嘱は舮かれたものとする

4 第1項の規定にかかわらず、委員の任期について
は、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案
し、必要があると認めるときは、 2年を超えない期間
とすることができる。

絲且織)
第28条審議会は、委員即人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する

現1テ

14

0

Ⅱ)学識経験のある者
②関係行政機関の職員のうち、市長が定める職に

ある者
侶)市議会議員
④市民

3 市長は、前項第4号に掲げる委員の選任に当たって
は、公募の方法により、これを行うものとする。

q壬期)
第29条委員の任期は、 2年とし、再任されること
を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
3 前条第2項第2号に掲げる者のうちから委嘱され
た委員が、その職を蹴れたときは、前2項に定める任

第2 3条~第2 8条(略)

平成 11年9月27日

条例第記号

長崎市環境基本条例

期中であつても、当該委員の委嘱は解かれたものとす
る。

第1条~第27条(略)

改正案

(組織)
第28条審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市長
が委嘱する。

山学識経験のある者
②関係行政機関の職員のうち、市長が定める職に

ある者
櫛市議会議員
④市民

3 市長は、前項第4号に掲げる委員の選任に当たって
は、公募の方法により、これを行うものとする。

(任期)
第29条委員の任期は、 2年とし、再任されること
を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
3 前条第2項第2号に掲げる者のうちから委嘱され
た委員が、同号の規定に該当する者でなくなったとき

平成 11年9月27日

条例第器号
、

は、前2項に定める任期中であつても、当該委員の委
嘱は解かれたものとする。



4 第1項の規定にかかわらず、委員(前条第2項第.3
号に掲げる委員を除く。)の任期については、委嘱の際
現に委員である者の任期満了の日を勘案し、必要があ
ると認めるときは、 2年を超えない期問とすることが
できる。

第3 0条~第34条(略)

現1テ

第17条関係長崎市社会福祉審議会条例新旧対照表

長崎市社会福祉審議会条例

(設置)
第1条社会福祉法昭和26年法律第45号。以下「法」
という。)第7条第1項の規定に基づく審議会その他の
合議制の機関として、長崎市社会福祉審議会(以下「審
議会」という。)を置く。

4 第1項の規定にかかわらず、委員【前条第2項第3
号に掲げる委員を除く。)の任期については、委嘱の際
現に委員である者の任期満了の日を勘案し、必要があ
ると認めるときは、 2,年を超えない期問とすることが
できる。

現行

第2条(略)

第30条~第34条(略)

改正案

(任期)
第3条委員の任期は2年とし、再任されることを妨げ
ない。

2.委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。

ノ

平成 12年3 河 24日

条例第2号

長崎市社会福祉審議会条例

3 第1項の規定にかかわらず、委員(法第8条の規定に
よる市議会議員の委員を除く。)の任期については、
嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案し、必
要があると認めるときは、2年を超えない期間とするこ
とができる。

(設置)

第1条社会福祉法昭和26年法律第妬号。以下「法」
という。)第7条第1項の規定に基づく審議会その他の
合議制の機関として、長崎市社会福祉審議会(以下「審
議会」という。)を置く。

改正案

第4条~第9条(略)

第2条(略)

第18条関係長崎市都市計画審議会条例新旧対照表

(任期)
第3条委員の任期は2年とし、再任されることを妨げ
ない。

2 委員が欠けた場合における柿欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。

平成 12年3月24日

長崎市都市計画審議会条例

3

うちから委嘱された委が、当該従する者でなくな
法第8条に規定する会福祉事業に従事する者の

条例第2号

つたときは、前2項に定める任中であっても、当該

第 1条(略)

4 第1項の規定にかかわらず、委員舷第8条の規定に
よる市議会議員の委員を除く。)の任期については、委
嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案し、必
要があると認、めるときは、2年を超えない期間とするこ
とができる。

の委嘱はかれたものとする

現行

(組織)

第4条~第9条(略)

平成 12年3月24日

条例第3号

長崎市都市計画審議会条例
ノ

第1条(略)

改正案

15

絲且織)

平成 12年3月24日

条例第3号



第2条審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する
0

山学識経験のある者
②市議会議員
御関係行政機関又は県の職員のうち、市長が定め

る職にある者
④本市に住所を有する者

3 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要
があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

現行

4 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があ
るときは、専門委員若干人を置くことができる。
5 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱する。

(任期)
第3条委員の任期は、次のとおりとし、再任される
ことを妨げない。
山前条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる

者のうちから委嘱された委員 2年
②前条第2項第2号に掲げる者のうちから委嘱

された委員その職にある期間
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
3 前条第2項第3号に掲げる者のうちから委嘱され
た委員が、その職を離れたときは、第1項第1号及び

第2条審議会は、委員器人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市長

平成 13年10月1日

が委嘱する。
山学識経験のある者
②市議会議員
御関係行政機関又は県の職員のうち、市長が定め

る職にある者
④本市に住所を有する者

3 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要
があるときは、臨時委員若干.人を置くことができる。
4 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があ
るときは、専門委員若干人を置くことができる。
5 肌時委員及び専門委員は、市長が委嘱する。

前項に定める任期中であつても、当該委員の委嘱は解
かれたものとする。
4 第1項第1号の規定にかかわらず、委員の任期に
ついては、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日
を勘案し、必要があると認、めるときは、 2年を超えな
い期間とすることができる。
5 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議が
終了するまでの期間とする。
6 専門委員の任期は、当該専門の事項の調査が終了
するまでの期間とする。

改正案

(任期)
第3条委員の任期は、次のとおりとし、再任される
ことを妨げない。
山前条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる

者のうちから委嘱された委員 2年
②前条第2項第2号に掲げる者のうちから委嘱

された委員その職にある期間
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
3 前条第2項第3号に掲げる者のうちから委嘱され
た委員が、同号の規定に該当する者でなくなったとき

第4条~第10条(略)

第19条関係長崎市個人情報保護条例新旧対照表

は、第1項第1号及び前項に定める任期中であフても
、当該委員の委嘱は解かれたものとする。
4 第1項第1"号の規定にかかわらず、委員の任期に
ついては、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日
を勘案し、必要があると認めるときは、 2年を超えな
い期問とすることができる。
5 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議が
終了するまでの期間とする。
6 専門委員の任期は、当該専門の事項の調査が終了
するまでの期間とする。

長崎市個人情報保護条例

第1条~第3 9条(略)

(審議会の組織及び委員)
第40条審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する

現1子

第4条~第10条(略)

0

条例第訂号

学識経験を有する者
市民団体の代表者
市民

平成 13年10月1日

条例第舒号

長崎市個人情報保護条例

第1条~第3 9条(略)

改正案

(審議会の組織及び委員)
第40条審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市長
が委嘱する。

{D 学識経験を有する者
②市民団体の代表者
得)市民
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3 市長は、前項第3号に掲げる委員の選任に当たつ
ては、公募の方法により、これを行うものとする。
4 委員の任期は、 3年とし、再任されることを妨げ
ない。

5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。

現行

6 第4項の規定にかかわらず、委員の任期について
は、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案
し、必要があると認めるときは、 3年を超えない期間
とすることができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならな
い。その職を退いた後も、同様とする。

第41条~第48条(略)

3 市長は、前項第3号に掲げる委員の選任に当たつ
ては、公募の方法により、これを行うものとする。
4 委員の任期は、 3年とし、再任されるこどを妨げ
ない。

5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。

6 第2項第2号に掲げる者のうちから委嘱された委

第20条関係長崎市男女共同参画推進条例新旧対照表

長崎市男女共同参画推進条例

改正案

が、同号の規定に該当する者でなくなったときは
前2項に定める任

かれたものとする

7 第4項の規定にかかわらず、委員の任期について
は、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案
し、必要があると認めるときは、 3年を超えない期問
とすることができる。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならな
い。その職を退いた後も、同様とする。

第1条~第2 2条(略)

俳且織)

第23条審議会は、委員15人以内で組織し、男女の
いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未
満であつてはならない。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する

現〒テ

であっても、当該委の委嘱は

第41条~第48条(略)

0

ω学識経験のある者

⑦関係行政機関の職員のうち、市長が定める職に
ある者

(3)男女共同参画関係団体を代表する者
④教育及び子ども・青少年育成関係団体を代表す

る者
⑤産業関係団体を代表する者
⑥市民活動団体を代表する者

m 労働関係団体を代表する者
幡)報道関係団体を代表する者
⑨市民

3 市長は、前項第9号に掲げる委員の選任に当たつ
ては、公募の方法により、これを行うものとする。

平成 14年9月25日

ちから委嘱された委員が、それぞれ同項の相当規定に

条例第31号

長崎市男女共同参画推進条例

第 1条~第2 2条(略)

(任期)

第24条委員の任期は、 2年とし、再任されること
を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
3 前条第2項第2号に掲げる者のうちから委嘱され

改正案

俳且織)

第23条審議会は、委員15人以内で組織し、男女の
いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未
満であつてはならない。

2 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市長
が委嘱する。

ω学識経験のある者
②関係行政機関の職員のうち、市長が定める職に

ある者

③男女共同参画関係団体を代表する者
④教育及び子ども・青少年育成関係団体を代表す

る者
伍)産業関係団体を代表する者
⑥市民活動団体を代表する者
m 労働関係団体を代表する者
⑧報道関係団体を代表する者
⑨市民

3 市長は、前項第9号に掲げる委員の選任に当たつ
ては、公募の方法により、これを行うものとする。

た委員が、その職を誹れたときは、前2項に定める任

平.成 14年9月25日

条例第31号

(任期)
第24条委員の任期は、 2年とし、再任されること
を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。

3 前条第2項第2号から第8号までに掲げる者のう
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期中であつても、当該委員の委嘱は解かれたものとす
る。

4 第1項の規定にかかわらず、委員の任期について
は、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案
し、必要があると認めるときは、 2年を超えない期問
とすることができる。

現1テ

第25条~第3 0条(略)

第21条関係長崎市政治倫理審査会条例新旧対照表

長崎市政治倫理審査会条例

該当する者でなくなったときは、前2項に定める任期
中であつても、当該委員の委嘱は解かれたものとする

第1条~第2条(略)

4 第1項の規定にかかわらず、委員の任期について
は、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案
し、必要があると認めるときは、 2年を超えない期問
とすることができる。

現1子

絲且織及び委員)
第3条審査会は、委員6人以内で組織する。
2・委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する
0

改正案

山学識経験を有する者
②市民

3 市長は、前項第2号に掲げる委員の選任に当たつ
ては、公募その他適当な方法により、これを行うもの
とする。
4 委員の任期は、 2年とし、再任されることを妨げ
ない。

5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期問とする。
6 第4項の規定にかかわらず、委員の任期について
は、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案
し、必要があると認めるときは、 2年を超えない期問
とすることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならな
い。その職を退いた後も、同様とする。

第2 5条~第3 0条(略)

平成 15年1月17日

条例第3号

長崎市政治倫理審査会条例

第1条~第2条(略)

第4条~第12条(略)

改正案

礁且織及び委員)
第3条審査会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市長

第22条関係長崎市安全・安心まちづくり推進条例新旧対照表

が委嘱する。
山学識経験を有する者
②市民

3 市長は、前項第2号に掲げる委員の選任に当たつ
ては、公募その他適当な方法により、これを行うもの
とする。
4 委員の任期は、 2年とし、再任されることを妨げ
ない。

委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。

第4項の規定にかかわらず、委員の任期について
は、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案
し、必要があると認めるときは、 2年を超えない期間
とすることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならな
い。その職を退いた後も、同様とする。

平成 15年1月17日

条例第3号

長崎市安全・安心まちづくり推進条例

平成'16年9月30日

第1条~第9条(略)

現1テ

(協議会の組織及び委員)

第4条~第12条(略)

条例第144号

長崎市安全・安心まちづくり推進条例

第1条~第9条(略)
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改正案

(協議会の組織及び委員)

平成 16年9月30日

条例第144号



第10条協議会は、委員即人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する
0

山学識経験のある者
②関係行政機関の職員のうち、市長が定める職に

ある者
偲)防犯関係団体を代表する者
④地域活動団体を代表する者
伍)教育関係団体を代表する者
⑥子ども・青少年育成関係団体を代表する者
仟)産業関係団体を代表する者
矧市民

3 市長はイ前項第8号に掲げる委員の選任に当たつ
ては、公募の方法により、これを行うものとする。

現1テ

(任期)
第11条委員の任期は、 2年とし、再任されること
を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
3 前条第2項第2号に掲げる者のうちから委嘱され

第10条協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市長

た委員が、その職を離れたときは、前2項に定める任
期中であつても、当該委員の委嘱は解かれたものとす
る。

が委嘱する。
山学識経験のある者

②関係行政機関の職員のうち、市長が定める職に
ある者

③防犯関係団体を代表する者
④地域活動団体を代表する者
樹教育関係団体を代表する者

⑥子ども・青少年育成関係団体を代表する者
⑦産業関係団体を代表する者
⑧市民

3 市長は、前項第8号に掲げる委員の選任に当たつ
ては、公募の方法により、これを行うものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、委員の任期について
は、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案
し、必要があると認めるときは、 2年を超えない期間
とすることができる。

改正案

第12条~第16条(略)

第23条関係長崎市消費生活条例新旧対照表

(任期)
第11条委員の任期は、 2年とし、再任されること
を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
3 前条第2項第2号から第7号までに掲げる者のう

長崎市消費生活条例

ちから委嘱された委員が、それぞれ同項の相当規定に
該当する者でなくなったときは、前2項に定める任期
中であつても、当該委員の委嘱は解かれたものとする

第 1条~第2 2条(略)

0

4 第1項の規定にかかわらず、委員の任期について
は、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案
し、必要があると認めるときは、 2年を超えない期問
とすることができる。

(委員会の組織)

第23条委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する
0

山学識経験のある者
②関係行政機関の職員のうち、市長が定める職に

ある者
③産業関係団体を代表する者
④消費者関係団体を代表する者

現行
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第12条~第 16条(略)

平成 18年3月31日

(任期)
第24条委員の任期は、 4年とし、再任されること
を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

条例第4号

長崎市消費生活条例

第1条~第22条(略)

改正案

(委員会の組織)
第23条委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市長
が委嘱する。

①学識経験のある者
②関係行政機関の職員のうち、市長が定める職に

ある者

促)産業関係団体を代表する者
④消費者関係団体を代表する者

平成 18年3月31日

(任期)

第24条委員の任期は、 4年とし、再任されること
を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

条例第4号



前任者の残任期間とする。
3 前条第2項第2号に掲げる者のうちから委嘱され

た委員が、その職を雛れたとき.は、前2項に定める任
期中であつても、当該委員の委嘱は解かれたものとす
る。

4 第1項の規定にかかわらず、委員の任期について
は、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案
し、必要があると認めるときは、 4年を超えない期間
とすることができる。

現1テ

第2 5条~第3 1条(略)

第24条関係長崎市食育推進会議条例新旧対照表

長崎市食育推進会議条例

前任者の残任期間とする。
3 前条第2項第2号から第4号までに掲げる者のう
ちから委嘱された委員が、それぞれ同項の相当規定に
該当する者でなくなったときは、前2項に定める任期
中であつても、当該委員の委嘱は解かれたものとする

4 第1項の規定にかかわらず、委員の任期について
は、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案
し、必要があると認めるときは、 4年を超えない期間
とすることができる。

第1条~第2条(略)

絲且織)
第3条推進会議は、委員25人以内をもつて組織する

現行

改正案

第25条~第3 1条(略)

0

委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する

ω学識経験のある者
②医療・保健関係団体を代表する者
側農業関係団体を代表する者
④水産業関係団体を代表する者
伍)子ども・青少年育成関係団体を代表する者
⑥教育関係団体を代表する者
⑦消費者関係団体を代表する者
⑧市民活動団体を代表する者
⑨市民

3 市長は、前項第9号に掲げる委員の選任に当たつ
ては、公募の方法により、これを行うものとする。

平成那年9月27日

.

条例第30号

長崎市食育推進会議条例

(任期)
第4条委員の任期は、 2年とし、再任されることを
妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残
任期問とする。

第1条~第2条(略)

改正案

(組織)
第3条推進会議は、委員25人以内をもつて組織する
0

2

が委嘱する。
山学識経験のある者
②医療・保健関係団体を代表する者
③農業関係団体を代表する者
④水産業関係団体を代表する者
(5)子ども・青少年育成関係団体を代表する者
(6)教育関係団体を代表する者
m 消費者関係団体を代表する者
侶)市民活動団体を代表する者
⑨市民

3 市長は、前項第9号に掲げる委員の選任に当たつ
ては、公募の方法により、これを行うものとする。

2

委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市長

ては、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘
案し、必要があると認めるときは、 2年を超えない期
間とすることができる。

前項本文の規定にかかわらず、委員の任期につい

平成 18年9月27日

条例第肋号

第5条~第9条(略)

(任期)
第4条委員の任期は、 2年とし、再任されることを
妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残
任期問とする。
2 前条第2項第2号から第8号までに掲げる者のう
ちから委嘱された委が、それぞれ同項の相当規定に
該当する者でなくなったときは、前項に定める任
であっても、当該委の委嘱はかれたものとする

いては、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を

勘案じ、必要があると認めるときは、 2年を超えない
期間とすることができる。

第1項本文の規定にかかわらず、委員の任期につ

第5条~第9条(略)
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第25条関係長崎市野口彌太郎記念美術館条例新旧対照表

長崎市野口彌太郎記念美術館条例

第1条~第14条(略)

(運営委員会の組織)
第15条運営委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する

現行

0

21

学識経験のある者
芸術・文化関係団体を代表する者
観光関係団体を代表する者

平成18年12月28日

条例第呪号

(任期)
第16条委員の任期は、 2年とし、再任されること
を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。

長崎市野口.彌太郎記念美術館条例

3 第1項の規定にかかわらず、委員の任期について
は、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案
し、必要があると認めるときは、 2年を超えない期問
とすることができる。

第1条~第14条(略)

改正案

(運営委員会の組織)
第15条運営委員会は、委員8人以内で組織する。

第 17条~第2 0条(略)

2 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市長
が委嘱する。

山学識経験のある者

第26条関係長崎市図書館条例新旧対照表

②芸術・文化関係団体を代表する者
御観光関係団体を代表する者

(任期)
第16条委員の任期は、 2年とし、再任されること
を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
3 前条第2項第2号及び第3号に掲げる者のうちか

平成18年12月28日

条例第U号

長崎市図書館条例

ら委嘱された委が、それぞれ同項の相当規定に該当
する者でなくなったときは、前2項に定める任中で

第1条~第 19条(略)

あっても、当該委の委嘱はかれたものとする
4 第1項の規定にかかわらず、委員の任期について
は、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案
し、必要があると認めるときは、 2年を超えない期間
とすることができる。

現1テ

(協議会の組織)
第20条協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委
嘱する。

山学校教育の関係者
②社会教育の関係者
③家庭教育の向上に資する活動を行う者
④学識経験のある者
幅)市民

3 教育委員会は、前項第5号に掲げる委員の選任に
当たつては、公募の方法により、これを行うものとす
る。

第17条~第20条(略)

平成19年3月29日

条例第4号

長崎市図書館条例

第1条~第19条(略)

改正案

(協議会の組織)
第20条協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから教育

平成19年3月29日

条例第4号

委員会が委嘱する。
①学校教育の関係者
②社会教育の関係者
御家庭教育の向上に資する活動を行う者
④学識経験のある者
恂市民

3 教育委員会は、前項第5号に掲げる委員の選任に
当たつては、公募の方法により、これを行うものとす
る。

1
 
2
 
3



(委員の任期)
第2 1条'委員の任期は、 2年とし、再任されること
を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の
残任期間とする。

現1テ

2

ては、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘

案し、必要があると認めるときは、 2年を超えない期
間とすることができる。

前項本文の規定にかかわらず、委員の任期につい

第22条~第26条(略)

第27条関係長崎市端島見学施設条例新旧対照表

(委員の任期)
第21条委員の任期は、 2年とし、再任されること

を妨げ,ない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の
残任期間とする。
2 前条第2項第1号から第3号までに掲げる者のう

長崎市端島見学施設条例

ちから委嘱された委が、それぞれ同項の相当規定に
該当する者でなくなったときは、前項に定める任中

改正案

第 1条~第13条(略)

であっても

3

(組織)
第14条審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する

現1テ

いては、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を

勘案し、必要があると認めるときは、 2年を超えない
期問とすることができる。

第1項本文の規定にかかわらず、委員の任期につ
当該委の委嘱は"かれたものとする

0

山
②

ある者
③
④

⑤

第22条~第26条(略)

'

平成 20年12月19日

学識経験のある者
関係行政機関の職員のうち、市長が定める職に

観光業及び水産業関係団体を代表する者
海難防止関係団体を代表する者
その他市長が必要と認める者

(任期)
第15条委員の任期は、 2年とし、再任されること
を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
3 前条第2項第2号に掲げる者のうちから委嘱され

条例第43号

長崎市端島見学施設条例

た委員が、その職を離れたときは、前2項に定める任
期中であっても、当該委員の委嘱は解かれたものとす
る。

第1条~第 13条(略)

改正案

4 第1項の規定にかかわらず、委員の任期について
は、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案
し、必要があると認めるときは、 2年を超えない期間
とすることができる。

(組織)
第14条審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市長
が委嘱する。

山学識経験のある者
②関係行政機関の職員のうち、市長が定める職に

ある者
(3)観光業及び水産業関係団体を代表する者
④海難防止関係団体を代表する者
⑤その他市長が必要と認める者

第 16条~第2 2条(略)

平成 20年12月19日

条例第43号

q壬期)
第15条委員の任期は、 2年とし、再任されること
を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
3 前条第2項第2号から第4号までに掲げる者のう
ちから委嘱された委員が、それぞれ同項の相当規定に
該当する者でなくなったときは、前2項に定める任期
中であっても、当該委員の委嘱は解かれたものとする

4'第1項の規定にかかわらず、委員の任期について
は、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案
し、必要があると認めるときは、 2年を超えない期間
とすることができる。

第16条~第2 2条(略)
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第28条関係長崎市地球温暖化対策実行計画協議会条例新旧対照表

長崎市地球温暖化対策実行計画協議会条例

平成 21年3月23日

第 1条(略)

現1テ

(組織)
第2条協議会は、委員即人以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、
又は委嘱する。

U)市職員のうち、市長が定める職にある者
②関係行政機関の職員のうち、市長が定める職に

ある者

③関係地方公共団体の職員のうち、市長が定める
職にある者

④法第37条第1項に規定する地球温暖化防止
活動推進員

伍)法第38条第1項に規定する地球温暖化防止
活動推進センターの役員又は職員

(6)本市に事務所又は事業所を有する事業者(法人
にあつては、当該法人の役員又は職員)

ロ)市民
⑧産業関係団体を代表する者
⑨教育関係団体を代表する者
(1の市民活動団体を代表する者
(川環境関係団体を代表する者
Ⅱ2)学識経験のある者

3 市長は、前項第7号に掲げる委員の選任に当たつ
ては、公募の方法により、これを行うものとする。

条例第4号

長崎市地球温暖化対策実行計画協議会条例

平成 21年3月23日

第 1条(略)

改正案

絲且織)

第2条協議会は、委員30人以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市長
が任命し、又は委嘱する。

Ⅱ)市職員のうち、市長が定める職にある者
②関係行政機関の職員のうち、市長が定める職に

ある者

、偲)関係地方公共団体の職員のうち、市長が定める
職にある者

④法第37条第1項に規定する地球温暖化防止
活動推進員

伍)法第38条第1項に規定する地球温暖化防止
活動推進センターの役員又は職員

⑥本市に事務所又は事業所を有する事業者(法人
にあつては、当該法人の役員又は職員)
⑦市民
⑧産業関係団体を代表する者
⑨教育関係団体を代表する者
Uの市民活動団体を代表ずる者
(川環境関係団体を代表する者
Uの学識経験のある者

3 市長は、前項第7号に掲げる委員の選任に当たつ
ては、公募の方法により、これを行うものとする。

(任期)
第3条委員の任期は、 2年とし、再任されることを
妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期問とする。

3 前条第2項第1号から第3号までに掲げる者のう
ちから任命され、又は委嘱された委員が、その職を跳
れたときは、前2項に定める任期中であつても、当該
委員の任命又は委嘱は解かれたものとする。

条例第4号

4 第1項の規定にかかわらず、委員の任期について
は、任命又は委嘱の際現に委員である者の任期満了の
日を勘案し、必要があると認めるときは、 2年を超え
ない期間とすることができる。

第4条~第9条(略)

(任期)
第3条委員の任期は、 2年とし、再任されることを
妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
3 前条第2項第1号から第6号まで及び第8号から
第11号までに掲げる者のうちから任命され、又は委
嘱された委員が、それぞれ同項の相当規定に該当する
者でなくなったときは、前2項に定める任期中であつ
ても、当該委員の任命又は委嘱は解かれたものとする

4 第1項の規定にかかわらず、委員の任期について
は、任命又は委嘱の際現に委員である者の任期満了の
日を勘案し、必要があると認めるときは、 2年を超え
ない期間とすることができる。
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第4条~第9条(略)



第29条関係日吉自然の家条例新旧対照表

日吉自然の家条例

第1条~第14条(略)

(組織)
第15条協議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委
嘱する。

山学校教育関係者
②社会教育関係者
御学識経験のある者
④地域活動団体を代表する者
恂市民

3 教育委員会は、前項第5号に掲げる委員の選任に
当たつては、公募の方法により、これを行うものとす
る。

現1テ

平成断年松月認日

条例第認号

(任期)
第16条委員の任期は、 2年とし、再任されること
を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の
残任期間とする。

日吉自然の家条例

第]条~第 14条(略)

改正案

絲且織)
第15条協議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから教育

2

ては、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘

案し、必要があると認めるときは、 2年を超えない期
問とすることができる。

前項本文の規定にかかわらず、委員の任期につい

委員会が委嘱する。
a)学校教育関係者
②社会教育関係者
得)学識経験のある者
④地域活動団体を代表する者
御市民

3 教育委員会は、前項第5号に掲げる委員の選任に
当たつては、公募の方法により、これを行うものとす
る。

第17条~第2 2条(略)

.

平成27年12月28日

条例第邪号

畢

(任期)
第16条委員の任期は、 2年とし、再任されること
を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の
残任期間とする。
2 前条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる者
のうちから委嘱された委が、それぞれ同項の相当規
定に該当する者でなくなったときは、前項に定める任

中であっても、当該委員の委嘱は力かれたものとす
る

3

いては、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を
勘案し、必要があると認めるときは、 2年を超えない
期間とすることができる。

第1項本文の規定にかかわらず、委員の任期につ

第17条~第2 2条(略)
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【参考】

附属機関の設置数

設置根拠

附属機関条例

(別表第 1)

附属機関条例

(別表第2)

現1テ

個別条例

65機関

法令等

R 元.10.1

合計

【備考】附属機関条例(別表第2)は類型の附属機関、

除く附属機関

6機関

66機関

俵1)

訂機関

R2.1.1

16機関

※1 長崎市宿泊税検討委員会の設置(令和元年長崎市条例第38号)

※2 長崎市常設型住民投票制度検討審議会の廃止(令和元年長崎市条例第38号)

※3長崎市の鳥選定審査会の廃止(平成30年長崎市条例第2号)、長崎市市町村建設計画変

更検討審議会の廃止(平成31年長崎市条例19号)及び長崎市宿泊税検討委員会の廃止

(令和元年長崎市条例第38号)

※4長崎市住宅政策協議会の廃止(令和元年長崎市条例第38号)

124機関

6機関

65機関

(※2)

37機関

R2.4' 1

16機関

125機関

6機関

62機関

(※3)

37機関

R3.4.1

16機関

関係法令

地方自治法(抜粋)

124機関

6機関

61 機関

(※4)

訂機関

16機関

第138条の4第3項普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機

関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、'審査、

諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関につい

ては、この限りでない。

121 機関

附属機関条例(別表第1)はそれを

6機関

訂機関

16機関

120機関

第202条の 3 普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令

又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査

等を行う機関とする。

2 附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。

3 附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属

する執行機関において掌るものとする。
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